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5５ 

インドにおける運転資本貸出規制

の論理と現実

-1969年主要商業銀行国有化以降(2)－

絵所秀紀

1．国有化による商銀貸出政策の転換

（１）はじめに

1969年６月の主要商業銀行14行の国有化は独立後インドの金融構造を大

きく転換させるものであった。この措置の特色はなによりもまず「インド

型社会主義」建設の一環として商業銀行の「社会的責任」と「開発銀行と

しての役割」を強調したことにある。ここにおいて，(1)農村地域への商業

銀行業務の浸透，(2)優先部門（農業，小規模工業，輸出等）への信用供与

の増大，(3)経済開発計画における公共部門銀行の役割強化，(4)銀行業にお

ける地域格差の縮小が国有化の理念として設定されることになり，強力に

実行に移されることになる。とりわけ貸出政策の転換はきわめてラディカ

ルで，農業部門を中心とした優先部門および公共部門への信用供与の激増

は，そのメダルの半面として非優先部門（とりわけ民間大中規模工業部門

および民間商業部門）への貸出金シェアーの縮小をともなわざるを得ず，

こうした部門に対する貸出規制が必至となった。興味深い点は，貸出規制

が単に量的なものにとどまらず，貸出形態の変更をも迫るものであったこ

とである。

インドの商業銀行はイギリスのそれをモデルとして創られ，植民地時代

から伝統的に企業に対する短期運転資本の供給に貸出目的をおいてきた。

そしてその目的に適合的な貸出形態として主にキャッシュ・クレディット
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(以下Ｃ/Ｃと略記する）制度が独立後も遵守されてきたが，国有化によっ

て改革されるべき「問題」として浮びあがってきたのはまさにこのＣ/Ｃ

制度のありかたである(1)。本稿では，国有化によって余儀なくされた商業

銀行の運転資本貸出形態の規制＝変革とそれをめぐる諸問題を取り上げる

が，この問題はＣ/Ｃ貸出制度の規制方法をめぐる議論と，それに代るべ

き制度としての手形市場の創出をめぐる議論とに集約される。両議論を切

離して論ずることはできないが，ここでは主に前者に力点をおいて論を進

める。以下，本章第２節で国有化を境にして商銀の貸出部門が大きく変化

した事実を確認し，第２，３章でＣ/Ｃ制度の改革を求める数度に及ぶ委

員会報告の概要を紹介し，運転資本貸出規制の論理と方法がいかなるもの

であったのかを検討する。つづいて第４章で商銀国有化以降Ｃ/Ｃ貸出が

実際にはどのように推移したのかという点を検討し，最後に第５章で若干

の要約を付すとともに商銀国有化以降の運転資本貸出規制が「思わざる」

帰結をもたらしたことを明らかにする。

（２）国有化による商銀貸出部門の変化

1969年の主要商銀国有化を契機にして，農業を中心とする優先部門が新

たな貸出先として商銀業務の範囲に追加されることになった。この措置

は，当時のインドの開発計画の基本線に添うものであり，６０年代中葉以降

の経済停滞を打開すべ<導入された「縁の革命」戦略を,金融面から支え，

強化することに最大の狙いがあった(2)。こうした商銀貸出政策の転換は，

一方でいかにして預金額を増大させるかという“depositmobilization,,

の問題を生むと同時に，他方で部門別の貸出額の配分をどのように転換す

るかという“creditdeployment”の問題を生みだした。

国有化に至るまでの，商業銀行信用の主要な借り手は，民間の大中規模

工業部門と商業部門であった。国有化直前の1969年３月のデータによる

と,指定商銀の貸出金残高に占める大中規模工業部門のシェアーは60.6％，

商業部門のシェアーは19.2％（うち民間商業部門のシェアーは15.6％）で

あり，両部門のシェアーの合計はほぼ８割に達していた(3)。逆に，農業，
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小規模工業，サービス業への貸出Iまほとんど無く，また個人貸付の伝統も

無かった（第１表参照)。一方，公共部門。民間部門別のデータを見ると，

1968年６月末時点での指定商銀貸出金残高に占める公共部門のシェアーは

8.6％にすぎず，９１．４％が民間部門に流れ込んでいたことがわかる（第１

図参照)。ところが国有化を境にして様相は大きく変わった。貸出政策の

基準が，安全性だけでなく発展の可能性に基くものに，あるいは担保指向

性から生産指向性へと転換した。この結果，農業，小規模工業，輸出等，

優先部門への信用供与が政策的に推し進められ，指定商銀貸出金残高に占

める優先部門のシェアーは，輸出を含めない場合には，1969年６月の14.0

第１図指定商業銀行の公共部門・民間部門別貸出金残

高シェアーの推移（％）

１ 

4０ 

国民間部
霞公共部門

出所：RBI，RcPoγｊｏ〃Ｃ"γγc"ｃｙα"ｄＦｊ"α"cCZ976-
７７，vol、１，ｐ、９９；ｄｏ.，Ｂａ〃ん/"９ｓ/czrjsﾉﾉＣｓ：

ＢａｓｊｃＳ/αfjsﾉﾉcαノRct”〃s，DCC．Ｚ975,ｐ､１２；

DCC、1976,ｐ､１３；ん"eZ980，ｐ､1８



第１表指定商業銀行の部門別貸出金残高の推移
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第２表指定商業銀行の優先部門貸出金残高の推移

（単位：1,000万ルピー）
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注：(1)陸運・水運運転手，小規模工業，工業団地設立を含む

（２）小売商業・零細商業，専門職・自営業，教育を含む

出所：RBI,RcPoγｒｏ〃Ｃ"γγc"ｃｙα"‘Ｆ/"α"ccZ977-78，ｖｏＬ１ｐ､１２４；Z979-
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％から1980年６月には33.0％にまで，また輸出を含めた場合には21.5％か

ら３８．８％にまで，それぞれ増大した（第２表参照)。これに伴って80年６

月には，大中規模工業部門のシェアーは36.1％に，また民間商業部門のシ

ェアーは10.9％（｢国内商業」のシェア-22.2％から，公共部門への信用

供与である「食糧買い上げ」のシェア-11.3％を引いたもの）に，それぞ

れ大きく低下した。また先の第１図によって公共部門・民間部門別の貸出

金残高シェアーの推移を見ると，公共部門のシェアーも徐戈に高まり，

1976年以降はほぼ３割を占めるに至った。以上から明らかなように，国有

化によって民間の大中規模工業部門および商業部門への信用供与は著しく

制限されることになり，こうした部門にとって信用は一個の稀少資源とな

った。ここに信用の需給キャップ問題が新たに生じることになり，問題解

決の方法として信用供与規律の強化という発想が生れ，その発想が商銀貸

出形態の再検討＝Ｃ/Ｃ制度の改革という議論を生糸だす素地となったの

である。
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（１）Ｃ/Ｃの機能は当座賃越と同じであって，そのためインドのＣ/Ｃ改革論叢

も，双方を区別せずにとりあげている。ただし当座賛越が受取手形を担保と

するのに対し，Ｃ/Ｃの場合の担保は商品在庫（棚卸資産）である点が異っ

ている。また「キャッシュ」という呼び名は，借り手が銀行と契約している

貸出限度額までいつでも自由に銀行券（キャッシュ）で引き出すことが出来

るということに由来する。

（２）拙稿「インドにおける金融構造の転換-1969年主要商業銀行国有化以降(1)

－」（『経済志林』第50巻第２号，1982年10月）参照。

（３）独立後，国有化に至るまでの間に商業銀行の部門別貸出の比重は，商業部

門から工業部門へと大きくシフトした。商銀貸出総額に占める商業部門貸出

額のシェアーは，1951年３月の36％から1961年４月には29％，そして1967年

３月には19％へと大きく下落する一方，工業部門のシニアーは1955年の34.3

％から1966年には64.3％へと増大した（Ｍ､Ｙ・Khan,Ｉ"〃α〃Ｆ/"α"ｃｊａノ

Sysﾉc”fTjzcoがα"ｃＪＰγαctjcc，NewDelhi：VikasPublishingHouse，

1980,ｐ､245)。

2．各種委員会報告に見る商銀貸出形態改革案：Ｃ／Ｃ制度

の評価と改善勧告を中心に

Ｃ/Ｃ制度を中心とする商業銀行の運転資本貸出形態の問題点を指摘し，

あわせて改善の方向を提示した委員会報告はこれまで４回提出されてい

る。これらの委員会報告は多くの貴重な'情報を含んでおり，本稿でも最初

に頼るべき資料であるので，まずその概要を紹介し，運転資本貸出規制の

論理を検討しておこう。

（A）デヘジア委員会報告（１）

設置の背景と報告の概要

1968年インディラ・ガンジー首相は，「銀行信用を拡大し，その誤用を

避け，優先部門への信用供与を増大し，信用を経済開発のより有効な道具

とする」ことを主内容とした「銀行に対する社会的統制（socialcontrol

overbanking)｣案を打ち出したが,それと同時に全国信用評議会(National

CreditCouncil）を設置した。全国信用評議会の主要機能は，(1)経済諸部
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門からの銀行信用需要を査定すること，(2)資金のアヴェイラビリティーお

よび優先部門の資金需要を勘案した上で，銀行の貸出及び投資のプライオ

リティ_を決定すること，(3)商業銀行，協同組合銀行及び特殊金融機関の

貸出・投資政策に協力し，資金の最適利用を図ることであり，５つの委員

会を設置した(6)。このうちの１つがデヘジア委員会である（1969年９月設

置)。デヘジア委員会は，(1)指定商業銀行(3)の年間預金増加額と貸出金(短

期信用）需要額とのギャップは特に繁忙期（10月～３月）に顕著になり，

このため指定商業銀行は中央銀行であるインド準備銀行（以下ＲＢＩと略

記）からの借り入れに依存せざるを得ないが，(2)その原因は民間大中規模

工業部門が必要以上に銀行借り入れを行っていることに求められ，(3)ま

た，企業のこうした銀行借り入れへの過度の依存体質はＣ/Ｃを軸にした

商業銀行の運転資本貸出制度によって助長されている，とした。この委員

会勧告は時期早尚として実行に移されなかったが，Ｃ／Ｃ制度の欠陥を初

めて指摘し，また民間大中規模工業部門の生産・在庫増加率と短期銀行信

用借り入れ増加率との関係に初めてメスを入れたものとして大きな意義を

持ち，その後の各委員会の議論の基本的方向を決定する役割を果たすこと

になった。

Ｃ／Ｃ制度に関する報告内容

デヘジア委員会は以下の点をｃ/ｃ制度の問題点として指摘している。

(1)特別の抑制措置がないかぎり，借り手（とくに工業部門の借り手）は

生産および在庫の増加率に基く必要借り入れ額を超過して，銀行からの

短期信用借り入れに過度に依存しようとする傾向が生れる。

(2)工業部門においては，銀行からの短期借り入れ金が固定資産や非流動

資産の蓄積に転用されがちである。つまり名目では短期借り入れ金であ

るが，実質的には長期借り入れ金としての機能を果たす傾向がある。

(3)同一の流動資産に対して二重あるいは多重の資金融通が行われうる。

(4)信用供与期間が不法に長引く傾向がある。

以上の認識に基いて，次のようなＣ/Ｃ制度改革勧告を行っている。
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(1)企業の必要借り入れ金申込額の査定は，提供される担保ではなく，企

業の現在および将来の全般的な資金状態を基準にすぺぎである。

(2)Ｃ/Ｃ勘定は，、所与の生産水準を維持する為に必要とされる，原料．

最終製品在庫の最低水準を表わす「ハード・コア」部分と，⑥当勘定の

変動部分である，厳密な意味での短期信用部分とに区別されるべきであ

る。後者だけが，在庫の短期的増加や税金・配当金・ボーナスの支払い

等，一時的目的のために必要とされる資金需要を表わしている。前者の

ハード．コア部分は長期ローン・ベースで処理されるべきであり，厳格

な返済計画に従うべきである。

(3)Ｃ/Ｃ勘定の変動部分も改善されるべきである。Ｃ/Ｃ制度の下では帳

簿上の債券を担保として，在庫販売のために巨額の短期資金が銀行から

供給されている。そのため商品の買手に対して一定期間内に債務を返却

するという規律が何ら課せられないことになり，銀行信用期間が不法に

延長しがちである。これの是正策としてはユーザンス手形振り出しの慣

行が発展させられるべきである。ユーザンス手形は，商品の買手に対し

て金融規律を課すだけでなく，商品の売手にとっては具体的な資金融通

計画の作成に役立ち，また真正手形市場（genuinebillmarket）の発展

を促す。このような手形市場の発展をうながすために，中央政府はユー

ザソス手形に対する印紙税を引き下げるべきである。

（B）ナラシムハム委員会報告(4)

委員会の問題設定

ナラシムハム委員会は，真正手形市場発展に関するデヘジア委員会勧告

を受けて，1970年２月に設置されたものであり，次のような問題設定を行

っている。

(1)現在および将来において，貸出手段としての為替手形の使用拡大を目

指す，意図的および積極的な措置を講じる必要があるか？またインド

において手形割引市場を創出する必要があるか？

(2)もしありとすれば，どのような種類の取引が為替手形の使用に適って
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いるか？また，このような取引が為替手形によって資金融通されるよ

うになる為には，どのような措置が必要か？

(3)為替手形の引受および割引の為にどのような制度の設立が必要か？

手形市場創出案

当委員会は，インド銀行業および貨幣市場の特徴として，(1)銀行貸出形

態としてＣ／Ｃが支配的であること（当時，商銀貸出残高のほぼ70％を占

めていた)，(2)コール市場が未発達であるため，銀行システムに対する流

動性プレッシャーが平準化しないことの２点を挙げ，こうした基本的枠組

の中で為替手形使用拡大の利点を以下のように論じている。

(1)銀行間では，ある銀行が資金超過になると同時に他の銀行が資金不足

になるということがありうる。このため銀行間コール・マネー市場が必

要となるが，インドではコール・マネー市場からの借り入れよりも中央

銀行からの借り入れを選好する傾向がある。全国的なコール・マネー市

場が未発達なので，この結果ＲＢＩは「最後に頼るべき貸し手」ではな

く「最初に頼るべき貸し手」になっている。つまり銀行制度全体として

は余剰資金があるにもかかわらず，資金不足銀行によってＲＢＩからの

資金が求められる。このようにして中央銀行貨幣（reservemoney）が

創出され，経済の必要性によって保証される以上のマネタリー・ベース

が不断に膨張する傾向が生れる。

こうした傾向は為替手形を信用手形として徐々に使用することによっ

て正常化される。何故なら，余剰資金を持った銀行および金融機関は様

々な種類の満期手形を購入することが出来るし，また逆に資金不足の銀

行はその必要を満たす為に市場で手形を売却することが出来るからであ

る。かくして，銀行は手形市場から必要とする資金を融通出来なかった

時にの承ＲＢＩからの借り入れに依存することになる。そして銀行シス

テム内部の流動性が平等化することによって貨幣市場に柔軟性が生ま

れ，ＲＢＩはより効果的な金融政策を行うことが出来るようになる。Ｒ

ＢＩの再割引は真の資金不足にだけ関連することになる。さらにＲＢＩ
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によって再割引された手形は紙幣発行に対する適確な資産を形成するこ

とになるし，また手形市場の発達によって，公定歩合の変更はより有効

な金融統制の武器となるであろう。

(2)Ｃ/Ｃの代りに手形割引によって融資が行われるならば，返済額およ

び返済期日が確定し，そのために手形市場あるいはＲＢＩによる再割引

によって，銀行の現金需要が容易に満たされることになろう。

(3)掛売が，｜帳簿上の債券に対して与えられるＣ/Ｃによって融資される

代りにユーザンス手形によって融資される慣行が促進されるならば，商

品の買手に対して金融規律を課すだけでなく，供給者＝生産者に対して

も彼らの資金融通をより現実的に計画するための一助となる。

以上の理由によって，ナラシムハム委員会は手形市場の創出を勧告する

に至ったが，手形金融は真正商業手形(genuinetradebill）に限定される

べきであり，当面は指定商業銀行の署名を持った銀行引受手形だけをＲＢ

Ｉによる再割引資格手形とすることが望ましいとしている。またさしあた

って為替手形の引受は商業銀行によって行われるべきであり，この段階で

アクセプタンス・ハウスあるいはディスカウント・ハウスの創出は必ずし

も必要では無いが，為替手形の売手と買手とのリンクとして活動する仲介

業者は必要であり，この役割はビル・ブローカーによって果たされるべき

であるとしている。

かくして，この勧告に従って1970年11月，ＲＢＩは「新手形市場創出計

画（NewBillMarketScheme)」を導入した。この計画はインド金融史

上初めての真正手形割引市場創出に向けての具体的な第一歩となった(5)。

（C）タンドン委員会報告

委員会設立の背景と課題

タンドン委員会設立の背景は，1974年８月における当時のＲＢＩ総裁

ＲＫ・ハザリの発言に求められる。その発言とは，「在庫を拡大すること

によって利潤の極大を目指す企業の政策と，現在の状況の中における経済

政策との間には利害の対立がある。それ故，経済全体の利益の為に，また
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信用およびその他の資源の配分の歪永を是正する為に，投機的退蔵の傾向

はいかなるものであれ抑制されなければならない」というものである(7)。

つまりタンドン委員会は，第一次石油危機とうちつづく不順なモンスーン

のために，かつてないインフレーションに見舞われた当時の経済状況の下

で(8)，投機的行為に走っていた企業の独占的行為を制限すべ<，その一方

策として短期銀行信用の歪永を是正することを目的としていた。当委員会

の課題は，(1)各企業の必要資金需要見積りの基礎となるような，在庫水準

に関する規範を産業別に設定すること，(2)Ｃ／Ｃ制度が支配的な商業銀行

の貸出制度を再検討すること，(3)以上の２点を実施するうえで必要とな

る，銀行への企業情報提出を制度化すること，の３点にあった。タンドン

委員会勧告はＲＢＩ指導事項（directive）として実施されることになった

が，その勧告は多岐にわたり，また産業別の「在庫規範(inventorynorm)」

（後述）を具体的に設定した点に特色を見出すことができる。当報告は企

業独占に対･する規制強化時代の一産物と見なすことができよう。

Ｃ／Ｃ制度に関する委員会報告の内容

ここではｃ/ｃ制度の欠点に関する委員会報告の内容と，制度改革に関

する勧告内容を紹介する。

Ｃ/Ｃ制度の欠点として，タンドン委員会は次の点を挙げている。

(1)この制度の下では，銀行の貸出水準は，銀行がどれだけ貸すことが出

来るかによってではなく，特定時点での借り手の借り入れ決定によって

決定される。したがって，借り手の資金需要が小さい時には，銀行は巨

額の未利用資源という問題に直面し，また逆に借り手の資金需要が増大

する時には，銀行は事前の通告無しに涜金需要に応じなければならない

という問題に直面する。すなわち，銀行はＣ/Ｃ勘定の貸出水準に対し

て何らのコントロールもできない。

(2)それ故，銀行は信用需要を予測することが出来ず，このことは銀行の

信用計画を阻害する。

(3)またこの制度に附|施した不確実性のために，銀行にとってＣ/Ｃ制度
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の運営コストは高くつく。

(4)さらにこの制度の下では，借り手は銀行借り入れ資金を流動資産の増

大あるいは流動負債の返却以外の目的に利用することも可能である('の。

またタンドン委員会のＣ/Ｃ改革案は，デヘジア委員会勧告の延長線上

にあるが，次のようなものである。

(1)年間信用認可限度額は，年間を通じての最低限の借り入れ水準を含む

貸付金部分と，変動必要資金需要に答えるＣ／Ｃに部分二分されるべき

である。

(2)Ｃ/Ｃ貸出に対しては貸付金よりも若干高い利子率が課せられるべき

である。このことによって，借り手の資金需要計画に規律がもたらされ

る。超過借り入れ金を表わす長期ローンに対しては，Ｃ/Ｃよりも若干

高い利子が課せられるべきである。

(3)借り手がＣ/Ｃの便宜を非計画的に利用することが無いように，資金

融通は企業運営の目的のために作成される四半期ごとの企業予算報告シ

ステムに基くべきである。

(4)売掛債券はできるかぎり，Ｃ/Ｃによってではなく，手形制度によっ

て資金融通されることが望ましい。

(5)以上の貸出様式の変更は100万ルピー以上の信用認可額をもった借り

手に適用される。

以上の貸出様式の変更に関する勧告とともに，タンドン委員会は企業の

銀行借り入れ限度額についての勧告をも行っている。報告は，以下の３つ

の代替的方法を提示している。

（１）貸出第１方法

総流動資産から銀行借り入れ金以外の流助負債を差し引くことによって

企業の運転資本ギャップを計算することができる。貸出第１方法は，運転

資本ギャップの75％まで銀行が資金融通するものである。残りの25％は，

自己資金および長期借り入れ金といった長期資金によって埋めあわされ

る。
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ある企業の当初の流動資産・流動負債の貸借対照表を〔Ａ〕表とすると，

貸出第１方法は〔Ｂ〕表で例示される。

〔Ａ〕表：ある企業の当初の貸借対照表の例示

流動負債流動資産

買掛金１００原料２００

その他経常負債５０仕掛り品２０

最終製品９０

小計１５０売掛債券５０

（銀行の手形割引を含む）

銀行借り入れ２００その他流動資産１０

（銀行の手形割引を含む）

合計 合計 370 350 

〔Ｂ〕表：貸出第１方法の例示

総流動資産

マイナス：銀行借り入れ金を除く流動負債

０
０
 

７
５
 

３
１
 
Ｊ
 

く

運転資本ギャップ２２０

マイナス：長期資金源（自己資金十長期借り入れ金）

＝運転資本ギャップの25％（－）５５(＝220×0.25）

許容されうる最大限の銀行借り入れ金１６５

貸出第１方法によると，

ａ、この企業の当初の銀行借り入れ超過額は，200-165＝３５

ｂ・流動比率＝流動資産/流動負債は，370/150＋165＝1.17：１

ｃ・銀行借り入れ金/運転資本ギャップ比率は，165/220＝０．７５

となる。

（２）貸出第２方法

これは借り手が総流動資産の最低限25％を長期資金源から調達するもの

である。一定の買掛金およびその他の流動負債が利用可能であるので，そ

れらを控除した残余を銀行が貸出する。銀行借り入れを含む総流動負債は

流動資産の75％を超過しない。第２方法は〔Ｃ〕表によって例示される。



6８インドにおける運転資本貸出規制の論理と現実

〔Ｃ〕表：貸出第２方法の例示

総流動資産

マイナス：長期資金（総流動資産の25％）

３７０ 

(－）９２(＝370×0.25） 

２７８ 

(－)150 マイナス：銀行借り入れ金以外の流動負債

許容されうる最大限の銀行借り入れ金１２９

貸出第２方法によると，

ａ、この企業の当初の銀行借り入れ超過額は，200-128＝７２

ｂ・流動比率は，370/150＋128＝1.33：１

ｃ・銀行借り入れ金/運転資本ギャップ比率は，128/220＝0.58

と計算される。

（３）貸出第３方法

これは基本的に第２方法と同じであるが，「確定流動資産(corecurrent

assets)」部分は長期資金によって融通されるべきであるという理論に基い

て，総流動資産からこの部分を控除するものである。第３方法は〔Ｄ〕表

によって例示される。

〔Ｄ〕表：貸出第３方法の例示

総流動資産３７０

マイナス：確定流動資産（長期資金によって融通）（－）９５

実際の流動資産２７５

マイナス：長期資金源（実際の流動資産の25％）（－）６９(＝275×0.2）

２０６ 

マイナス：銀行借り入れ金以外の流動負債（－)150

許容されうる最大限の銀行借り入れ金５６

貸出第３方法によると，

ａ、この企業の当初の銀行借り入れ超適額は，200-56＝144

ｂ，流動比率は，370/150＋56＝1.80：１

ｃ・銀行借り入れ金/運転資本ギャップ比率は，５６/220＝0.25
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と計算される。

以上の例示から明らかなように，第１方法から第３方法に進むにつれて

銀行による貸出規制が強まり，流動比率は大きく，逆に銀行借り入れ金／

運転資本ギャップ比率は小さくなっている。タンドン委員会勧告は，第３

方法が到達すべき理想であるが，実際には第１方法から第２方法を経て，

第３方法へ徐々に進むのが良いとしている。

（D）チョーレ委員会報告('の

委員会設立の背景

上記のｃ/ｃ制度の改革に関するタンドン委員会勧告のうち，ピーク時

の必要資金借り入れ額をベースにした貸出認可限度に関する勧告は，おお

むね銀行によって実行されるに至ったが，Ｃ／Ｃ勘定を「『確定』貸付金部

分と『変動』Ｃ/Ｃ部分とに分割すべし」という貸出形態の変更に関する

勧告は，その後も「遅々として進展しなかった｣(u)。そのためＲＢＩは，

タンドン委員会勧告の再検討を含む，Ｃ/Ｃ制度の全面的見直しを迫られ

ることになり，1979年３月にチョーレ委員会を設置した。チョーレ委員会

は，(1)タンドン委員会勧告が実施されなかった原因を検討する一方,（２）

Ｃ/Ｃ勘定の信用認可額と信用利用額とのギャップについてのファクト・

ファインディングを重ね，(3)Ｃ/Ｃ勘定を二分すべしというタンドン委員

会勧告の実施は不可能であり，また意味しないとした。そして，(4)商銀

貸出金総額に占めるＣ/Ｃの優越的シェアーを低下させることは望ましい

が，Ｃ/Ｃ貸付金，および手形金融の３種類の結合による現行の銀行貸出

様式の構造的変革は必要では無いと結論づけた。

タンドン委員会勧告の再検討

チョーレ委員会はまず，タンドン委員会によるＣ/Ｃ勘定二分割勧告が，

商業銀行によっても借り手企業によっても受け入れられなかった理由を３

点挙げている。

(1)銀行側が「確定」部分を分離しないのは，当該部分を分離して別枠の

貸付金勘定にする必要がないからである。というのも，銀行は過去の引
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き出し最低限ペースに照らして，確定部分の大きさを知っているからで

ある。

(2)また確定部分はコンスタントなものではなく，時を経るに従って，ま

た生産および費用要因に依存して変化するからである。

(3)さらに，貸付金部分に対する利子率はＣ/Ｃ部分に対する利子率より

も低いので，確定部分を分離して貸付金による貸出を行うと，銀行はか

なりの収益を失うことになり，国有化以降顕著になった銀行の収益低下

傾向の中では，銀行はこのような変更を望まないからである。

チョーレ委員会は以上のような状況判断に基いて，Ｃ/Ｃ勘定を二分す

ることは不必要かつ実行因難であるとし，その合理的根拠として次の２点

を挙げている。

(1)Ｃ/Ｃ勘定を二分しても，貸出認可額とのギャップを埋めることによ

って企業および銀行の信用計画を改善するという目的には役立たない。

また確定部分が例えばＣ/Ｃ総額の80～85％といった相当な高水準に固

定されないならば，Ｃ/Ｃ制度の欠陥は，たとえ二分割勧告が実施され

たとしても，なおＣ/Ｃ部分において残るであろう。さらに茶，砂糖，

コーヒー，タバコといった季節変動の大きい産業においては,Ｃ/Ｃ勘定

は通常一年間のうち一定期間は貸方にあるので，「確定」という考え方

を適用することは出来ない。以上のような理由に照らし合わせてふる

と，Ｃ/Ｃ勘定の二分割勧告は銀行によっても借り手によっても自発的

に受け入れられそうもないし，また強制的に導入しても利益はない。

(2)次に，確定部分をＣ/Ｃ勘定から分離するには実行上の因難がある。

例えば季節的変動の大きい産業には確定部分は全然無い。逆に変動部分

が極小であるために確定部分が実質的に貸出認可額と同一になる場合も

ある。この場合には長期にわたって貸出認可額と同一の額が返済されな

ければならなくなり，そのためこのような企業は，一時的目的を除く

と，短期銀行信用を受ける権利がまったく無くなってしまうことにな

る。
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商銀貸出制度改革勧告

以上のようにチョーレ委員会は，デヘジア委員会からタンドン委員会へ

と引き継がれてきたＣ/Ｃ勘定の二分割案を避け，代りに以下のような勧

告を提示している。

(1)現行のＣ／Ｃ制度，貸付制度および手形制度の３種類の結合による銀

行の貸出様式については，何らの構造的変革も必要ではなく，それぞれ

の貸出様式の利点が保持されるべきである。しかし同時に，可能なとこ

ろではどこでもＣ／Ｃが貸付と手形金融によって補完される方向への転

換が必要であり，貸出金総額に占めるＣ/Ｃの優越的なシェアーを低下

させることが望ましい。

(2)民間・公共両部門の大中規模の借り手は銀行からの資金融資に過度に

依存しているが，このような状態は是正されなければならない。大中規

模企業の剰余金の一部は運転資本として使用されるべきである。

(3)運転資本への借り手の貢献分を高め，流動比率を改善するために，

100万ルビー以上の貸出認可額をもつすべての借り手は，タンドン委員

会提案による貸出第２方法（流動比率最小限度が1.33：１）の下に置か

れるべきである。しかし，多くの借り手は貸出第２方法の下で企業運営

を続行できるような資金ポジションにはないので，その場合には超過借

り入れ額部分を分離し，一定期間にわたって分割返済する「運転資本長

期貸付」（workingcapitaltermloan）として処理すべきである。長期

貸付の利子率はＣ／Ｃのそれより２％高く設定する。

(4)借り入れ金が明確な規則的変動を示す場合，銀行は借り手の必要借り

入れ資金を，「平常非ピーク水準」のそれと「ピーク水準」のそれとを

分離して査定しなければならない。この措置によって，平常時の認可額

を越えるピーク時の認可額は平常時には利用出来ないことになり，その

限りにおいて認可額と利用額とのギャップを低下させることができる。

(5)予期せざる緊急事態を乗り切るために，貸出認可額を越えて特別のあ

るいは一時的な資金が必要とされる場合，必要に応じて追加金融がなさ
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れるべきであるが，追加金融はＣ/Ｃ勘定とは別枠の短期貸付勘定ある

いは非活動Ｃ／Ｃ勘定（non-operablecashcreditaccount）適用される

べきである。この部分に対してはペナルティーとしてＣ/Ｃより２％高

い利子率が課せられるべきである。

(6)銀行は帳簿上の債務に対して資金融資するＣ/Ｃ制度を検討し，この

ようなＣ/Ｃ貸出認可額を手形金融貸出認可額に転換するよう，主張す

べきである。

(7)製造業部門の原料に対するＣ/Ｃ認可額の少なくとも50％は受取人手

形に対する貸出によって置換されるべきである。これによって借り手の

原料購入に関する在庫コントロールが改善され，借り手の間に計画意識

が自動的にもたらされる。

(8)手形金融制度を一層奨励するために，手形市場が発展させられるべき

であり，この目的のためにイギリスのディスカウント・ハウスの線に添

った新たな制度が設立されるべきである。

以上，デヘジア委員会からチョーレ委員会に至るまでのＣ/Ｃ制度の改

革をめぐる議論と勧告の概要を見てきたが，その目的は金融政策の有効性

を高めること，および企業の独占的行為を制限することの二点に求められ

ていたと言えよう。しかしこうした目的を達成するために，チョーレ委員

会に至って，Ｃ/Ｃ制度そのものの変革が問題なのではないという結論を

得たことはまことに興味深い。ここに至って「問題」は，金融政策の有効

性を高めるための手形市場の発達と，企業の独占的行為を制限するための

在庫規範の遵守（後述）とに分解された。あるいはまたタンドン委員会に

至るまで高まってきた金融規制強化の流れがチョーレ委員会では規制の方

向を変え，８０年代の民活導入路線の下で企業の運転資金源としての社債市

場の創出・整備が新たな問題として浮かび上がってきたとも言えよう。

（１）デヘジア委員会というのは，委員長名をとった通称である。本稿では以下

すべて通称を用いる。デヘジア委員会報告の正式名は，「工業および商業の

信用需要が膨張しがちな範囲ならびにいかにしてこのような傾向をチェック
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しうるかに関する委員会報告（"ReportｏｆｔｈｅＳｔｕｄｙＧｒｏｕｐｏｎｔｈｅＥｘｔｅｎｔ

ｔｏｗｈichCreditNeedsoflndustryandTraｄｅａｒｅｌｉｋｅｌｙｔｏｂｅｌｎＨａｔｅｄ 

ａｎｄＨｏｗｓｕchTrendscouldbeChecked-Summary，')」（RBSCγＤＣ

Ｂα"ん。プ１Ｍ/αＢ"ﾉﾙﾉﾉ"，Nov,1969）

（２）デヘジア委員会以外の４つの委員会は，ｉ・「商業銀行および協同組合銀行

による預金動員についての委員会」（委員長：Ｔ・ＡＰａｉ)，ｉｉ.「(銀行の）社

会的目的達成のための組織的フレームワークについての委員会」（委員長：

Ｄ・RGadgil)，「農業への商業銀行信用拡大を実行するにあたっての地域／

プロジェクト・アプローチについての委員会」（委員長：Ｐ､ＮＤａｍｒｙ)，ｉｖ．

「道路運転手のための信用便宜の提供についての委員会」（委員長：ＢＫ、

Dutt）である（Governmentoflndia,他PCγｔ〃ﾉﾉｉＣＢα"ん/"ｇＣｏ加伽ｓ－

ｓｉ０"，１９７２ｐ５)。

（３）「指定商業銀行」（scheduledcommercialbanks）とは,払込資本および準

備金の合計が50万ルピー以上で，ＲＢＩによって預金者の不利益にならない

ような仕方で業務を行っている商業銀行と定義される（RBI，Ｅ:Ｗα"α/o〃

ｊＶＤ/CSO〃Ｃ"γγe"ｔＳ/αがsﾉﾉCs，０ct､1978,ｐ､９)。

（４）「融資手段としての為替手形の使用拡大と手形市場の創出についての委員

会報告（"ReportoftheStudyGrouponEnlargiｎｇｔｈｅＵｓｅｏｆｔｈｅＢｉｌｌ

ｏｆＥｘｃｈａｎｇｅａｓａnInstrumentofCreditandtheCreationofaBill 

Market,，)」（RCsCγzﾉＣＢα"ﾉＩＦＯ／Ｉ"ａｊａＢ"ﾉﾙﾉﾉ"，Julyl970）

（５）言うまでもなく手形再割引は中央銀行にとって重要な信用統制の手段であ

る。インドにおいても既に1931年の「中央銀行設立委員会報告(肋PCγ、/・

伽Ｉ"`ｊα〃ｃｃ"/γαノＢａ"胸ｇＥ"q"ｊγｙＣｏ加伽Ｗｏ")」によって，商業

手形市場の確立が勧告されてはいた。しかしうちつづく戦争および分離独立

によって生じた諸困難の為にＲＢＩは1952年初頭に至るまで，何等の措置を

講じることも無かった。戦時中に商業銀行は巨額の国債を抱えこゑ，その後

しばらくは工業および商業部門からの資金需要の増大に対して，商銀は国債

を流動化することによって対応してきた。こうした措置は，当時ＲＢＩがと

っていた国債利回り釘付け政策によって助長され，政府債務の貨幣化に帰着

したが，それによってもたらされたインフレ圧力のために中断を余儀なくさ

れた。以上のような状況の中で1952年ＲＢＩは最初の「手形市場創出計画

（BillMarketScheme)」を導入した。この計画は，９０日のユーザンス手形

あるいは銀行の借り手の約束手形によってサポートされた銀行約束手形に対

して，短期貸付金形態でＲＢＩが指定商業銀行に貸出をするというものであ

った。指定商業銀行はこの目的の為に，貸出金の一部をＲＢＩからの借り入
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れに必要とされる見返り担保として90日のユーザンス手形に変えることが許

された。換言すれば，この計画は銀行の為の資金融通計画にすぎず，真正手

形市場の発展は望むべくもなかった(ＧＯＩ,RePoγノ〃ｵﾉｶＧＢα"ん/"ｇＣｏ”‐

”Zsswz，ｐｐ,19-20)。

（６）『銀行信用のフォロー･アップのためのガイドライン設定委員会報告（RBI，

RePoγ/Ｑ/・ノノｂｃＳｊ"｡)ノＧγo”/０町α腕ｃＧＭＭ/"Ｃｓ力γＦｏ"0z(ﾉｰ”け

Ｂａ"んＣγe`")」RBI,１９７５

（７）１６Ｍ，ｐ５ｏ 

（８）この時期は「1975-76年経済白書』によって，「スタグフレーションによ

って特徴づけられる1972～74年の経済危機」と評される（Governmentof

lndia,ECO"o伽Ｃｓ"γひcy,1975-76,ｐ､５１)。なお拙稿「70年代のインフレ

ーション」（山口博一編『現代インド政治経済論』アジア経済研究所，1982,

所収）参照。

（９）この点についてタンドン委員会報告は，以下のように借り手企業の資金状

況を例示することによって説明している。

流動負債流動資産

銀行借り入れ金75,000ルピー在庫100,000ルピー

その他流動負債10,000ルピーその他流動資産10,000ルピー

合計85,000ルピー合計110,000ルピー

上記の例で，企業が固定資産並びに流動資産の一部をカバーするために，

株式を発行しまた長期貸付金を借り入れるとする。また銀行の機能は流動資

金のバランスを保つために必要とされる資金を供給するものと考えられてい

る。１０万ルピーの在庫総額に対して，75,000ルピーの銀行貸出がＣ／Ｃによ

って認可されている。貸出金は在庫総額に対して一定のマージンを控除して

計算されている。上記例の場合のマージンは25％であり，この部分は流動資

産を維持するための借り手の貢献分を表わしている。定期的な在庫統計の中

で担保があるということが示される限り，借り手は，（a)在庫の価値マイナス

契約条項として要求されるマージン，あるいは(b)信用認可額のどちらか低い

ほうを基礎にして計算された資金引き出し限度額まで引き出すことが許され

る。

Ｃ／Ｃ制度の下では，借り手は利用可能な担保に対して資金を引き出し，

その資金を流動資産の増大あるいは流動負債の返却以外の目的に利用するこ

とも可能である。例えば以下の例が示すように，借り手は固定資産あるいは

非流動資産を獲得するために，この資金を利用することができる。
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流動負債

50,000ルピー

75,000ルピー

10,000ルピー

流動資産

100,000ルピー

10,000ルピー

買掛金

銀行借入金

その他流動負債

在庫

その他流動資産

合計135,000ルピー合計110,000ルピー

１０万ルピーの在庫総額のうち５万ルピーまでは買掛金のために運用されて

いる。しかし借り手はＣ／Ｃ契約によって75,000ルピーまで借り入れること

が出来る。もし借り手が流動資産を維持するためにの糸銀行から資金を引き

出すのだとすれば，借り手の資金引き出し資格限度は，借り手の貢献分がた

とえゼロであるとしても，５万ルピーである。かくして借り手は銀行に知ら

れることなく，25,000ルピーの超過借り入れ額を，銀行が認めていない目的

に振り替えることが出来るのである（RePoγ/，ppl2-13)。

(10）『キャッシュ・クレディット制度再検討委員会報告(此poγ/〃/"ＣＷＭｾｰ

ｺﾞ"ｇＧγo”ノＯＲＣ此ｚｏ肋ｃＳｙｓ/c"zけＣａs〃Ｃγc〃)』RBI,１９７９

(11）１６Ｍ，ｐ、１

3．タンドン委員会の「在庫規範」勧告

タンドン委員会はＣ／Ｃ制度および当座貸越制度の改革にあたって，前

節で紹介した諸勧告と並んで，「在庫規範（inventorynorm)」勧告を行っ

ている。「在庫規範」勧告とは，Ｃ/Ｃ勘定および当座貸越勘定の貸出認可

額の基礎となっている流動資産（商品在庫および売掛債券）額そのものを

制限しようとするもので，流動資産の適正水準を産業別に設定することを

提案したものである。勧告の狙いは企業の独占的行為の制限にあるが，こ

れを契機に商業銀行が企業の財務内容にまで深く介入しはじめたことは特

筆に価する。ここにインド政府は商業銀行の国有化をバネにして，金融機

関を通じた企業規制への大きな，具体的な一歩を踏承出したといえよう。

タンドン委員会報告はまず流動資産の諸類型を次のように整理してい

る。企業の流動資産の大半は在庫と売掛債券であるが，在庫は(1)「軟弱な

在庫（Habbyinventory)｣，すなわち企業による運転資本の管理が悪く，

またその配分が非効率である為に保持されている最終財，原料，および貯



第３表タンドン委員会による「在庫規範」 『
⑦
Ａ
Ｋ
二
、
溌
専
餌
痴
謝
鰯
丹
沌
庄
溢
室
Ｓ
鄙
鰻
佇
魁
珊

最終製品(3)|欝廩鰈諺(3)(`）
原料(1)

(貯蔵品等を含む）
業 種 仕掛品(2)

1)綿織物および合成繊維織
物

獄ﾃﾞ|鰯
２弧 ２秘蝿・繩一Ｍ一鐸

2)人造繊維 １牡

兇
一
弘

１％ 

ﾄ織物 ２兇 １弛(3)ジュ

(4)ゴム製品 １靴弧２ 

(5)肥料
ａ、窒素プラント ％（精製工場近隣）

１艶（その他）

２（工場が港湾地域に
ある場合）

３（その他）

ほとんど無し １秘

b・燐酸プラント
１弧ほとんど無し

(6)化学製品 ２％ 艶 １魁２ 

(7)染物および染料 ２秘２弧 ％ １ 

(8)基礎化学工業 ２％ 弧 １％ １ 

(9)野菜および水化オイル’１ 鬼とんど無し 3/４ ほ



譲騨|…帆
001紙 １（統制販売用）

弧（自由販売用） 3/４ 

２弧石膏
，弧石灰岩
3/４石炭
，兇梱包材料

⑪セメント
兇 １ １ 

⑫エンジニアリング（自動
車および付属品）

２弧 3/４ ２舷 ２随

⑪ﾆﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(耐久'２消費財）
２難3/４ ２舷

ｕエンジニアリング(部品，
付属品）

3/４ ２兇 ２苑２ 

旧エンジニアリング（ヘビ
ー・エンジニアリングを

除く機械，製造業品，お
よびその他資本設備）

２３/４ １弧 ３舷 ３兇

注：(1)何か月分の消費量

（２）何か月分の生産量

（３）何か月分の販売費・販売額

（４）受取手形に関する規範は短期国内販売の糸に関連（すなわち延べ払い販売および輸出から生じるものを除く）
出所：RCPoγ/〃/ｂｅＳ/"ｄｙＣγo”/０町α"ｃｃ"ｊａｃＪ伽ｓ九γＦｏ"oz(ﾉｰ”Ｏ／Ｂａ"ﾉﾚＣγＣａﾉｵ，ｐｐ､22-24

『
『
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蔵品。(2)「収益生糸在庫（profitmakinginventory)｣，すなわち在庫の値

上がりによる収益獲得を目的として保持されている原料および最終製品。

(3)「安全在庫（safetyinventory)｣，すなわち危険防止の為の保険カバー

分として保持される在庫部分。(4)「正常在庫（normalinventory)｣，すな

わち企業の生産計画に基いて保持される在庫部分。これは主に生産計画の

変更とともに変動し，またかなりの程度まで危険防止要因を含んでいる。

(5)「超過在庫〔excessiveinventory)｣，すなわちたとえ運転資本の管理が

効率的であっても，企業の統御能力を超えてしまった為に余儀なく増加す

る在庫部分で，例えば戦略的輸入が行われる場合とか，政府が或る商品に

ついて支持価格政策をとる場合等が考えられる。

こうした各種の在庫に対する委員会勧告は，(1)，（2)は許容されるべきで

なく，(3)屯低下させられるべきであり，(5)屯銀行は奨励すべきではないと

いうものである。また(4)の正常在庫もよく見ると，④変動部分と，⑥定常

部分，から成り立っており，⑥の定常部分の中にもさらに固定的要素であ

る「確定(core)」部分がある。この確定部分は，生産を継続するうえで絶

対的に必要な原料，仕掛品，最終製品，および貯蔵品の最低限の水準を表

わしているとしている。また売掛債券については，その水準に影響を与え

る要因として(1)借り手および借り手の属する産業の市場活動と動きをとも

にする「正常信用（normalcredit)｣，(2)信用の意図的な引き延ばし，(3)手

形の振り出しおよび回収手続きが緩`慢であることの３点を挙げている。そ

して売掛債券はゼロにさえすることが出来るのであるから，理論的には明

確に最低限を設定することは出来ないとし，また企業およびその企業の属

する産業の活動と動きをともにしない売掛債券は銀行によって資金融資さ

れるべきではない，と勧告している。

以上のような観点から在庫および売掛債券の最大限水準を示すものとし

ての在庫規範が設定されているが，この規範は商業銀行による工業部門貸

出業種の約半分をカバーする15業種に及んでいる。詳細は第３表に与えら

れている。
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4．商業銀行国有化以降の運転資本貸出の実態

以上，Ｃ/Ｃ制度の改革を求める各種委員会報告の概要を見てきたが，

次に商銀国有化以降，運転資本の貸出が実際にはどのように変化してきた

かという点を検討しておこう。

（１）国有化以降の商銀貸出形態の変化

これまで見てきたように，インド商業銀行の運転資本貸出制度はＣ/Ｃ・

当座貸越制度，貸付制度（loansystem)，および手形制度（billsystem）

の３つに大別できるが，植民地下の時代から独立後に至るまでの長い間，

Ｃ/Ｃ・当座貸越制度が圧倒的な比重を占めてきた。デヘジア委員会報告

によって,69年の国有化頃には商業銀行の総貸出金残高のほぼ70％がＣ/Ｃ

勘定で占められていたことが知られている。その後のデータはＲＢＩのＢ

ＳＲ（BasicStatisticalReturns)から得られる(1)。第４表は，ＢＳＲデー

タ（１万ルピー以上の貸出認可額をもつ口座の糸）が利用可能な1973～８０

年間の貸出認可額と貸出利用額の推移を，貸出形態別に見たものである。

これによると指定商業銀行総貸出認可額および総貸出金残高に占めるＣ／

Ｃのシェアーは国有化以降顕著に縮小し，７３年６月時点で前者は48.6％，

後者は50.0％に，また80年６月時点では前者は41.9％，後者は４２５％にま

で低下した。またＣ/Ｃに当座貸越を加えたシェアーも同様に低下し，７３

年には総認可額の57.2％，総残高の58.1％，８０年には総認可額の48.6％，

総残高の49.1％となった。しかし手形金融（各種手形の買取，割引，貸

出：第３表の５～８欄の合計）のシェアーも76,77年には総認可額の３割

強，総残高の３割近くにまで達したが，その後は再び低下し，Ｃ/Ｃ・当

座貸越にとって代ったとは言いがたい。さらに短期貸付金のシェアーも，

73～80年間にかげて低下傾向をたどっている。この間商業銀行貸出形態の

中でシェアーを大きく伸ばしたのは長期貸付金で，認可ベースでは73年の

9.3％から80年には18.0％へ，また残高ベースでは73年の12.2％から80年

には21.3％へと２倍近くなり，これがＣ/Ｃ・当座貸越および短期貸付金
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にとって代ったと言えよう。そこで第５表は第４表から長期貸付金を除い

て，短期運転資金に対する各貸出形態のシェアーの推移を見たものであ

第４表指定商業銀行形態別貸出金の認可額と利用額：各年６月末
（単位：1,000万ルピー）

19771197911980 

,:議口写鑿|号篝
|鮒蔓
卜i測糞
|護Ⅱ篝口讓
ﾄ;!(糞|鳶
口鬘1篝｢露
口讓|篭|饗
|i;!'雛！

貸出形態’'9731

ｓ:!L蝋議｜
』董貸越1蝋篝｜
鐡貸付騨ﾄ霊｜
:菱貸付熱口裏｜
縄手形撚|薑ｌ
甑手形熱M蕊
A薑手形灘｢鬘
騏手形醗しｌｉＩ

１
口
１
１
１
川
Ｉ
Ⅲ

1975 1976 

7,714 
46.1 

4,815 
４５．５ 

６２．４ 

6,377 
46.9 

3,944 
４８．２ 

６１．８ 

1,110 
８．２ 

６６３ 

８．１ 

５９．７ 

1,240 
７．４ 

６５７ 

６．２ 

53.0 

６５８ 

４．８ 

４９６ 

6.1 

75.4 

６
３
６
４
０
 

’
２
・
６
・
・

’
７
４
５
５
８
 
７
 

1,840 
11.0 

1,516 
１４．４ 

８２．４ 

1,555 
11.4 

1,148 
14.0 

７３．８ 

６１４ 

４．５ 

３２９ 

4.0 

53.6 

１
８
２
２
２
 

０
．
４
．
．
 

８
４
４
４
５
 
５
 

５９４ 

４．４ 

２９２ 

３．６ 

49.2 

2,366 
17.4 

1,247 
１５．２ 

５２．７ 

７１７ 

４．３ 

３８１ 

３．６ 

53.1 

3,331 
19.9 

2,129 
２０．１ 

６３．９ 

３６０ 

２．２ 

５６ 

０．５ 

１５．６ 

３１４ 

２．３ 

６１ 

0.8 

19.4 
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貸 出 形態 1973 1975 1976 1977 1979 1980 

ﾕ類蝋しIiiニト11='二J三
舎､]蝋｢饗|蕊|護辮霧
出所:麗鮒鰯｡澱:fij;翻患餓猟夛繍鯛b鰯

ろ。まず貸出認可額を見ると，７３～80年にかけてＣ/Ｃ・当座貸越のシエ

アーが63.3％から59.3％へと徐々に低下する一方，手形金融のシェアーは

31.0％から35.7％へと徐々に上昇し，各種委員会の勧告が緩`慢にではある

が実行に移されてきたことを示している。しかし貸出金残高を見ると，

Ｃ/Ｃ・当座賞越のシェアーは確かに７６年以降若干低下し，一方手形金融

のシェアーは若干上昇しているが，その後のシェアーの変動はほとんど無

く，８０年になってもＣ/Ｃ・当座貸越のシェアーはなお６割強を占めてい

る。

ところでインド商銀の貸出制度，ひいてはＣ/Ｃ制度運用上の問題点の

一つとして，商銀国有化後も貸出認可額（sanctionedcreditlimit）が預

金総額を超過し，また貸出利用額が貸出認可額を下回りつづけてきたこと

が指摘されてきた(2)。この点を確かめるために，第６表は指定商業銀行の

預金残高と貸出認可額の推移を見たものである。貸出認可額／預金額比率

を見ると，1977年までこの比率は確かに100％を超えているが，７３年以降

低落傾向をたどり，また79年以降はついに100％を割り，急速に改善され

てきたといえる。また先の第４表の項目５は指定商業銀行の貸出利用額／

認可額比率であり，認可額と利用額とのギャップを貸出形態別に見たもの
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第５表指定商業銀行の形態別運転資本貸出金認可額および残高の推移

（単位：1,000万ルピー）

貸出形態’197361197Ｍ'197Ｍ'1977.611979.6119806

〔貸出金残高〕

１．Ｃ/ｃ･当座貸越

（％） 

2．手形貸出

（％） 

3．短期貸付金

（％） 

８，５８０ 

６２．７ 

４，１２９ 

３０．２ 

９７７ 

7.1 

13,686 

100.0 

９，０４１ 

６２．４ 

４，５４９ 

３１．４ 

９０９ 

6.3 

14,499 

100.0 

皿
８
肥
８
⑲
０
｜
開
０

３
６
３
６
３
６
｜
Ｍ
Ⅲ
 

，
６
，
２
 

３
 

１
 

Ⅲ
肺
卿
Ｍ
蠅
川
・
川
皿

４
 ，
６
，
２
 

１
 

佃
肪
Ⅲ
川
冠
Ｍ
ｌ
Ｍ
Ｍ

５
 ，
６
，
３
 

３
 

－
９
１
 

’
，
０
 

６，２０１ 

６１．４ 

３，２７７ 

３２．４ 

６２１ 

6.1 

10,099 

100.0 

合 計

（％） 

醜
い
知
的
川
一

Ｊ座く出く金く計く一巻
繩
咄
鵬
卿
一

一
●
●

剛
巫
卿
Ⅷ
。
〈
ロ
｜
所

貸
・

一
出

Ⅷ
川
畑
川
測
即
一
肌
Ⅲ

，
６
，
３
 

５
 

２
 

’
９
１
 

７，４８７ 

６２．２ 

３，８８８ 

３２．３ 

６５８ 

5.5 

12,033 

100.0 

9,500 

58.4 

5,970 

３６．７ 

７９７ 

４．９ 

12,339 

５９．９ 

7,042 

３４．２ 

１，２２７ 

6.0 

13,103 

５９．３ 

７，８９５ 

３５．７ 

１，１０４ 

5.0 

8,956 

60.1 

5,209 

35.0 

７２６ 

４．９ 

libi9Il 
20,608 

100.0 

22,102 

100.0 

16,267 

100.0 

第６表指定商業銀行の預金残高と貸出認可額の推移

（単位：1,000万ルピー）

’１９７３１１９７５１１９７６１１９７７１１９７９１１９８０ 

ｪ:!::’ 
12071 

1．預金額

2．貸出認可額

3＝2／１（％） 

17,566 

18,503 

105.3 

27,016 

24,487 

９０．６ 

31,759 

26,952 

84.0 

11,827 

13,589 

114.9 

14,155 

16,740 

118.3 

注：預金残高は３月末・全口座，貸出認可額は６月末・１万ルピー以上の口座の
承

出所：肋PC〃ｏ〃Ｃ"γγC"ｃｙα"‘Ｆ/"α"Ce，1975-76,vol､１，ｐｐ､55-56；１９８０

－８１，ｖｏＬ１,ｐ､51.および第４表
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である。これによると73～80年間に全体的な利用率は55％強から70％近く

にまで改善した。また個戈の貸出形態別に見ると，同期間にＣ/Ｃは６割

弱から７割前後に，当座貸越も５割強から７割近くにまで利用率が上っ

た。しかし長・短期貸付金勘定でも各種手形金融勘定でも皆一様に利用比

率が上っており，特にＣ／Ｃ・当座貸越勘定だけが利用比率を顕著に改善

したというわけではない。このことはＣ/Ｃ・当座賛越勘定の貸出利用比

率の上昇が必ずしも各種委員会勧告によるものではなく，より全般的な金

融政策によるものであることを示唆している。

第７表は業種別に，Ｃ/Ｃ残高および総貸出残高に占めるＣ/Ｃ残高のシ

ェアーの推移を見たものである。総貸出残高に占めるＣ/Ｃ残高シェアー

の特に大きい（1974～80年間を通してほぼ６割以上）業種は鉱業・採石，

基礎鉱物，セメント，基礎金属といった鉱業関連業種に限定されている。

製造業全体をとって見るとＣ/Ｃのシェアーは５割強で推移し，農業（ほ

ぼ３割弱)，商業（４割強）よりも高いシェアーを占めている。また１９７４

～80年間を通して大半の製造業種（食品製造・加工，繊維，紙・紙製品，

ゴム・ゴム製品，化学・化学製品，エンジニアリング製品，運送機械・部

品）でＣ/Ｃのシェアーは５割前後で推移した。つづいて第８表はＣ/Ｃの

認可額と残高の推移を業種別に見たもので，認可額と利用額とのギャップ

の大きさを比較したものである（ただし残念ながら，1977年以降はデータ

が得られない)。利用率（Ｃ欄）が高く，７４～77年間に８０％以上を記録し

た業種は，鉱業・採石（ただし74年の糸。７５年以降は６割台に低下)，皮・

皮製品（74年，７７年。７５，７６年も利用率が高い)，エンジニアリング製品

（ただし74年の承。その後低下傾向をたどる)，運送機械・部品（74～７５

年。７６年以降は急減)，建設（74～75年。その後もほぼ８割を維持）であ

り，また紙・紙製品，ゴム・ゴム製品，基礎金属部門もこの間ほぼ７割台

を維持している。逆に，製造業の中で利用率の極めて低い業種は，食品製

造・加工，基礎鉱物であり，また電力部門での利用率も低い。大部門別に

見ると，７４～77年間を通じて農業の利用率は５割台で徐々に高まっている



第７表指定商業銀行の業種別Ｃ/Ｃ貸出残高および総貸出残高に占めるＣ/Ｃ貸出残高シエアーの推移
（単位：1,000万ルピー）

００ 

，－）ト

ミ

Ｃ ＜ 

:A/Ｂ言(％） 
苫

２３．７ヰ
６５．７が

５３．１１樋！
４６．７謝
４５．９鰯
５０．９升
４３．１坤
２４．７圧

５１．７註
５１．９菫
９１．１Ｓ 

６９．３鄙
５９．６隅
５４．０ｒ「

５９．６紐
４８．２〉１８
36.0 

３６．９ 

３．８ 

１６．４ 

４０．８ 

１．４ 

１８．３ 

1980.6 1974.12 1975.12 1976.6 

Ｃ 

＝Ａ/Ｂ 
（％） 

Ｃ 

＝Ａ/Ｂ 
（％） 

Ｃ 

:Ａ/Ｂ 
(％） 

種業
Ａ ＡｌＢ ＡｌＢ ＡｌＢ Ｂ 

篭ｊ，雪彊ｉ

蓬a篝i霧
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霊:：３話’６塁
75.91４６５９ 
６６．６４５１１７３２ 

:::;１１:''1'夢；
鶚:ｉｌ２３ｉｌ４;P
4::;｜讃２籍

l霊に凹毫lai菫
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2證霊９１

霊｜，爵
２２126, 
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合 計 4５．６１７，８２９１１８．４２６ 42.5 3,44817,359146.914,23219,030 46.914,820110,568 

注：Ａ＝Ｃ/Ｃ貸出残高Ｂ＝総貸出残高Ｃ＝Ａ/Ｂ（％）
出所：RBI,Ｂａ"ﾉｾﾉ"９s/αがs/ｊｃｓｆＢａｓｊｃＳ/αがsfjcaノRef"γ"s，比c・Ｚ975,ｐｐ､239,247；山c・Ｚ976,ｐ､２２；Ｊ""ｃ

1980,ｐ､２６ 



第８表Ｃ/Ｃ勘定の業種別貸出認可額と貸出金残高の推移＊
(単位：1,000万ルピー）

1977.6 1976.6 1975.12 1974.12 

業 種
Ｃ Ｃ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ 

７
４
９
７
１
４
７
２
５
８
３
１
５
９
１
５
８
７
８
１
７
４
７
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

９
６
５
４
１
５
０
６
２
３
２
４
４
６
９
０
９
８
５
６
９
５
７
 

５
６
６
５
７
７
７
８
６
６
２
５
６
６
６
７
３
７
５
６
６
７
５
 

６
４
４
８
４
９
３
５
２
９
５
６
５
１
４
３
９
１
７
５
１
６
５
 

５
５
２
８
０
４
８
３
２
７
０
６
８
４
７
９
４
９
２
１
５
２
０
 

５
１
７
６
１
０
１
１
６
１
７
１
２
４
１
１
１
８
１
４
 

，
 

９
 

‘
 

９
 

５
 

１
 

１
 

２
 

２
２
４
６
４
１
９
０
６
３
３
６
６
３
９
８
９
２
１
６
８
５
４
 

３
０
７
７
７
９
２
３
７
３
２
３
０
６
８
４
５
７
７
７
８
９
３
 

３
１
７
３
７
１
 

４
 

５
７
１
３
 

９
２
 

フ
ク

３
 

１
 

３
１
７
３
６
４
３
２
４
７
５
０
６
７
４
６
７
６
９
１
１
８
９
 

７
９
４
０
５
９
２
２
７
１
３
５
０
１
８
６
５
５
５
７
０
８
０
 

３
５
３
６
１
 

４
 

５
８
１
２
 

５
２
 

Ｊ
 

』

３
 

１
 

７
４
６
２
１
４
９
２
２
７
９
１
５
２
７
２
６
３
１
７
６
８
４
 

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
 

７
９
２
９
０
７
０
４
２
２
３
７
６
１
６
１
６
９
６
５
５
３
９
 

５
５
６
４
６
６
７
７
７
６
２
６
６
７
４
６
５
７
５
６
６
７
４
 

８
７
７
９
６
７
７
８
９
８
７
１
３
１
２
７
８
２
５
６
１
５
２
 

７
８
１
６
３
６
９
１
４
８
６
４
０
０
７
０
３
３
１
２
４
９
 

１
０
１
５
２
５
７
１
３
７
 

９
 

３
 

３
６
２
２
９
７
２
３
２
６
８
８
６
９
６
３
７
９
７
９
２
８
７
 

０
２
８
５
５
２
３
２
６
３
２
５
４
９
０
５
６
３
２
３
１
０
 

３
１
３
４
８
１
４
１
６
８
２
４
６
２
 

，
 

２
 

４
 

１
 

１
０
４
４
０
７
０
４
３
７
２
０
６
２
５
０
３
３
８
３
０
７
０
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

３
６
７
１
２
６
５
２
３
４
５
４
２
１
２
４
４
５
５
３
９
６
８
 

５
８
６
４
６
６
７
８
６
６
４
５
７
８
８
６
５
８
４
７
３
６
４
 

７
０
８
４
０
６
５
３
０
１
３
７
９
０
５
８
７
１
６
７
０
５
４
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

８
９
８
７
１
８
３
８
９
６
２
０
７
８
３
７
６
２
５
６
６
２
４
 

５
６
６
３
６
６
７
７
７
６
５
７
７
７
８
６
５
８
５
６
４
６
４
 

６
３
９
６
３
０
４
９
３
５
７
５
１
７
３
４
０
１
６
８
９
９
３
 

４
５
６
１
９
３
７
２
０
６
４
７
６
４
９
３
０
７
０
０
８
１
２
 

６
１
６
６
０
１
１
６
１
７
１
３
４
１
１
１
２
１
４
 

９
 

９
 

ワ
リ

５
 

１
 

１
 

２
 

１．農業
２．鉱業・採石
３．製造業
ａ、食品製造・加工
ｂ・飲料・タバコ
ｃ、繊維
ｄ・紙・紙製品
ｅ，皮・皮製品
ｆ、ゴム・ゴム製品
９．化学・化学製品
ｈ、基礎鉱物
ｉ・セメント

ｊ、基礎金属
ｋ・エンジニアリング製品
Ｌ運送機械・部品
ｍ・その他
４．雷力
５建設
６．運転手
７．個人業・専門業
８．商業
９．個人貸付
10．その他

８
４
６
９
４
７
１
４
８
３
２
７
０
５
１
４
４
９
１
２
４
６
４
 

２
７
７
５
４
２
８
１
３
３
５
２
０
７
４
８
４
２
１
２
７
８
 

１
５
１
５
２
４
５
１
２
４
 

９
 

２
 

１
６
０
４
１
０
８
７
０
０
５
０
１
８
１
４
１
４
４
０
５
９
５
 

４
８
２
８
７
９
０
１
６
６
１
５
５
０
７
４
８
３
２
３
１
７
 

２
８
３
７
１
３
１
５
７
１
４
２
１
 

９
 

９
 

３
 

１
 

841 

5,72513鰹8１１ 

66.2 62.4110,29616,816 62.119,68016,040 6０．２１６，８１０１４，２３２ 計合

注：＊貸出認可額１万ルピー以上の口座の承

出所：ESR,比c、Ｚ975,ｐ､239；肋PCγノｏ〃ﾒｶＣＷＯγﾙﾉ"ｇｏγ0”ノｏ肋DiczoノルｃＳｙｓﾉc腕⑰ＱＭＣγe〃，ｐｐ､65-66 、
、



８６インFにおける運転資本貸出規制の論理と現実

のに対し，製造業全体の利用率は６割台でどちらかというと減少気味，ま

た商業のそれは４割弱から７割弱へと急激に高まっている。

（２）在庫水準と銀行借入額

最後に，ＲＢＩによる民間大中規模株式公開企業のデータによって，銀

行借入額と在庫水準との関連が国有化以降どのように変化したのかという

点を見ておきたい。第９表は65-66年～80-81年間の大中規模株式公開企業

および70-71～81-82年年間の大規模株式公開企業（すべて大中規模株式公

開企業の中に含まれる）の在庫／売上高比率，短期銀行借入金／在庫比

率，総銀行借入金／在庫比率の推移を見たものである。５年ごとにカヴァ

レッジが増大しているのでそのまま比較することは出来ないが，在庫／売

上高比率をとってふると上記期間を通じて３割前後で推移し，大きな変動

は見られない。しかしこの比率は70年代後半から若干低下しており，タン

ドン委員会勧告実施の影響がうかがわれる。一方，短期銀行借入金／在庫

比率を見ると，65-66年～68-69年にかげて上昇，６９年-70年～74-75年にか

げて低下，75-76年～77-78年にかけて再上昇，そして78-79年以降は再低

下するといったように変動を繰り返し，信用の中期的な膨張と収縮の交替

が読糸取れる（総銀行借入金／在庫比率もほぼ同様の変動を繰り返してい

る)。しかしこの比率も，商銀国有化以前の６０年代とそれ以降とを比較す

るとわかるように，長期的には確実に低下してきている。

第10表は，73-74年～80-81年間の，大中規模株式公開企業の短期銀行

借入金／在庫比率の推移を業種別に見たものである(3)。各業種ともそれぞ

れ独自に大きく変動を繰り返し，業種間の共通項を見出すことは出来ない。

そこでより安定的なトレンドを見るために，この表に基いて業種ごとの３

年移動平均値を第２図に示した。全業種を見ると50％前後でなだらかな山

形を描いている。しかしここでも個々の業種を見ると，その動きはばらば

らで，業種間の格差も極めて大きい。可能な範囲で分類してみると，短期

銀行借入金／在庫比率がこの間一貫して全業種平均値よりも高い業種とし

て綿織物，ジュート織物，醸造・蒸留，印刷・出版が挙げられる。逆に一
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第９表在庫／売上高比率および銀行借入金／在庫比率の推移

篦嚇上高|騨蝋認|鑿震麟ダ
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７
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６
 

｜
｜
｜
｜
｜
｜
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９
０
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９
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０
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６
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(478社）

45.1 

44.1 

28.3 

28.2 

40.2 

38.5 

1980-81 

1981-82 

注：＊払込資本額50万ルピー以上

＊＊払込資本額1,000万ルピー以上

出所：ＢＲＩ,他PCγ/ｏ〃Ｃ"〃c"ｃｙα"。Ｆ/"α"cc，1975-76,ＶＯＬ１，
－８１，ｖｏＬＬｐ､１４０；1982-83,.ｐ､１４０ 

p､９３；１９８０ 
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第10表民間大中規模株式公開企業の業種別に見た短期銀行借入金／
在庫比率の推移（％）

1,650社 1,720社
業種

19重74119型75119重7６ '9r77119ZZ78119型79119空80119聖8，

2651 Ｌ茶プランテーション

２．コーヒー・プランテ
ーション

３．ゴム・プランテーシ
ョン

４．食用野菜・糧と用油

５．砂糖

６．夕パコ

７．綿織物

８．ジュート織物

９．絹織物・レイヨン織
物

1o、毛織物

11．醸造・蒸留

12．アルミニウム

13．その他非鉄金属

14．エンジニアリング

ｉ，輸送機器

（うち自動車）

ｉｉ・電気機器

iii，機械(iii・を除く）

ｉｖ・鋳物・エンジニア
リング製作所

ｖ・鉄・非鉄金属製品

15．化学

16．セメント

17．ゴム・ゴム製品

18．紙・紙製品

19．ガラス・ガラス製品
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第２図民間大中規模株式公開企業の業種別短期銀行借入金／

在庫比率の推移（３年移動平均値）
（%） 
8０ 

7０ 

6０ 

１１ 

業

5０ 

種

4０ 

3０ 

2０ 

し
10 

出所：
（図中
業穂

第10表
の数字は第10表の
番号と同じ｡）

1973/741974/751975/761976/７７１W7/781978/７９ 
~75/７６～76/７７～77/７８～78/７９～79/80.-80/8１ 



９Oインドにおける運転資本貸出規制の論理と現実

貢して全業種平均値よりも低い業種は，茶プランテーション，コーヒー・

プランテーション，ゴム・プランテーション，絹織物・レイヨン織物，ア

ルミニウム，その他非鉄金属，化学，セメント，発電・電力供給，商業で

ある。変動のタイプで分けてみると，この間の変動が小さく，安定的な短

期銀行借入金／在庫比率を示している業種として，化学，醸造・蒸留，商

業が挙げられる。特に化学のそれは極めて安定している。またジュート織

物，印刷・出版，砂糖，エンジニアリング，その他非鉄金属の比率も比較

的安定した動きを示している。逆に変動の極めて大きい業種は，ゴム・ゴ

ム製品，ガラス・ガラス製品，紙・紙製品，毛織物，茶プランテーション，

アルミニウム，コーヒー・プランテーション等である。最後にトレンドで

タイプ分けして承ると，この間短期銀行借入金／在庫比率が上昇傾向にあ

る業種として毛織物，綿織物，発電。電力供給，紙・紙製品，商業等が，

逆に下降傾向にある業種としてガラス・ガラス製品，エンジニアリング，

食用野菜・食用illl，アルミニウム，セメント，ゴム・プランテーション，

コーヒー・プランテーションが挙げられよう。

最後にタンドン委員会からチョーレ委員会に引き継がれた，商業銀行に

よる運転資本貸出限度に関する勧告がどの程度実行されているか検討して

おこう。前述したようにタンドン委員会は貸出第１方法から第３方法へ徐

々に進むのが良いとしていた。そしてチョーレ委員会はこの勧告を再検討

し，貸出第２方法の実施を勧告している。したがってここでは貸出第２方

法の流動比率（流動資産／流動負債比率）を基準にして，第11表の大中規

模株式公開企業の業種別流動比率のデータを検討していく。貸出第２方法

の流動比率は１．３３：１である（ちな糸に貸出第１方法のそれは1.17：１）。

1970-71年～80-81年間の全業種の流動比率は，74-75年に1.31にまで高ま

ったものの，その後再び低下しほとんど停滞したままである。業種ごとに

見るとこの間流動比率が高まっているのは，食用野菜・食用油，醸造・蒸

留，電気機器，機械，印刷・出版が数えられるのみである。茶プランテー

ション，コーヒー・プランテーション，タバコ，ジュート織物，毛織物，
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第11表民間大中規模株式公開企業の業種別流動比率*の推移

ＩＤＩ｡ＴＩＩ;茎ii颪亘元|､空術蝋迦Ⅲ種業

１．茶プランテーション
２．コーヒー・プランテーション

３．ゴム・プランテーション

４．食用野菜・食用油

５．砂糖

６．その他食料品
７．タバコ

８．綿織物

９．ジュート織物

1o、絹織物・レイヨン織物

11.毛織物

12．醸造・蒸留
13．鉄鋼
14．アルミニウム

15．その他非鉄金属

16．エンジニアリング

ｉ・輸送機器

（うち自動車）

ｉｉ・電気機器

iii・機械（i､ii・を除く）

ｉｖ、鋳物・エンジニアリング製作所

ｖ、鉄・非鉄金属製品

17．化学
18．マツチ
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20．セメント

21．ゴム・ゴム製品

22．紙・紙製品

23．ガラス・ガラス製品
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出所：“FinancesofMediumandLargePublicLimitedCompanies，',ＲＢＳＣγＤＣ
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９２インドにおける運転資本貸出規制の論理と現実

アルミニウム，鉄．非鉄金属製品，セメント，紙・紙製品，商業，海運業

といった多くの業種では，逆に流動比率が低下している。またタンドン委

員会勧告の貸出第２方法を達成している業種は，コーヒー・プランテーシ

ョン，タバコ，絹織物．レイヨン織物，アルミニウム，その他非鉄金属，

化学，マッチといった当初から流動比率の高い諸業種の他，食用野菜・食

用油，綿織物，毛織物，電気機器，鋳物・エンジニアリング製作所，ゴム

・ゴム製品，紙．紙製品，ガラス・ガラス製品といった業種も一時的に流

動比率が1.33：１を超えている。つまりかなり多くの業種で貸出第２方法

が実施されていると言うことが出来よう。しかし上記の業種においても流

動比率の安定的な上昇傾向を見出すことは出来ず，また流動比率の高い業

種はもともとそうなのであって，タンドン委員会勧告の影響を読み取るこ

とは出来ない。

（１）RBI，Ｂａ"ん/"ｇＳｆα/ｉｓﾉﾉCs：ＢａｓｊｃＳ/ﾛﾉﾉs/ｊｃａノルノ”"s，Dec､１９７４；

Decl976；Ｊｕｎｅｌ９８０ 

（２）そのため貸出利用額がわずかに上昇しただけでも，貸出制度そのものが立

ち行かなくなる可能性を秘めているとタンドン委員会によって指摘されてき

た（Re'０γｆｏ〃ノノｂＣＳｔｚＣのＧγ0”/ＣＤα〃ＣＧ"jdCJ伽ｓ九γＦＯＪ/oz(ﾉｰ”

Ｑ/・Ｂａ"んＣγe〃,ｐ､１２)。この指摘を受けて，チョーレ委員会は特にＣ／Ｃ

勘定の貸出認可額と利用額とのギャップ問題に焦点をあて，以下のようなフ

ァクト・ファインディングをおこなっている（RcpOγ/けオノｂｃＷＤγｈ伽ｇ

ｏγo”/ｏＲＣｚＷｚｕオノbCSys/eれげＣａｓハＣγCdj/，ｐｐ､8-10)。

（１）商銀の貸出が貸出認可額1,000万ルピー以上の大口の借り手に対する場

合，総貸出認可額および総貸出残高に占めるＣ／Ｃおよび当座貸越のシェ

アーは，1977年３月～1979年３月にかけて，それぞれ2/3程度で安定して

いる。

（２）全般的に見ると，1977年３月～1979年３月間の貸出認可額と貸出利用額

とのギャップは，おおよそ認可限度額の1/3程度である。

（３）Ｃ／Ｃ貸出認可額利用率の産業別相違は，各産業の季節的な変動特性に

よるものであり，またピーク利用時も産業ごとに異っている。利用率が一

貫して低い業種は，石油，セメント，プランテーション，発電および送配

電であり，逆に一貫して高い産業は，紙および紙製品，皮革および皮革製



9３ 

第12表民間大中規模株式公開企業の業種別企業数
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４１ 

１２ 

２４ 
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１９ 

９ 

１１ 
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１９ 

９ 
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１２ 
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７ 

２４１ 

３７ 

１４ 

９ 

２０ 

３ 

９ 

４６０ 

５６ 

４２ 

１１２ 

１４９ 

〔１〕農業・農業関連
Ｌ茶プランテーション
２．コーヒー・プランテーション
３．ゴム・プランテーション

〔２〕鉱業・採石
〔３〕加工業・製造業
１．穀類・豆類
２．食用野菜・食用油
３．砂糖
４．その他食料品
５．夕バコ

６．綿織物
７．ジュート織物
８．絹織物・レイヨン織物
９．毛織物
１o・醸造・蒸留
１１．鉄鋼
１２．アルミニウム

１３．その他非鉄金属
１４．エンジニアリング
ｉ、輸送機器

（うち自動車）
ｎ．電気機器

５
１
７
８
３
６
８
３
６
２
６
９
１
９
１
１
２
３
８
１
８
４
７
５
６
５
５
 

７
３
１
１
１
６
１
６
２
４
４
１
１
１
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４
３
０
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４
７
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１
１
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２
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１
１
 

１
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１
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－
６
刊
蛆
昭
９
８
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４
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胡
朋
皿
妬
ｎ
冊
別
蛆
｜
蛆
２
５
肥
Ⅲ
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、
ｎ
ｍ
Ⅳ
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｜
Ｍ
〃
Ⅳ
６

１
１
２
２
４
１
１
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２
 

Ｌ
 

１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
－
１
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iii・機械（iii・を除く）
ｉｖ、鋳物・エンジニアリング製作所
ｖ・鉄・非鉄金属製品
15．化学
ｉ・化学肥料
ｉｉ・染料・染色
iii，人造繊維
ｉｖ・プラスチック原料
ｖ・その他基礎工業化学
ｖｉ・医薬品
vii・塗料・塗料関連品
viii、その他化学製品
16．マツチ

17．鉱物油
18．セメント

19．陶器類
20．ゴム・ゴム製品
21．紙・紙製品
22．ガラス・ガラス製品
23．印刷・出版
〔４〕その他

設
;:臺電.電力供給
３．工業用・医療用ガス
４．商業
５．不動産
６．海運業
７．ホテル・レストラン

Ⅶ
、
肛
咀
刈
田
ｕ
幽
駆
狙
蛆
｜
｜
肥
朋
咀
狸
、
皿
朋
Ⅳ
、
ｕ
卯
皿
Ⅳ
７

２
 

１
 

8２ 

躯
一
Ⅲ
’
一
蛆
姐
、
稲
氾
皿
朋
阻
巧
一
冊
ｍ
Ｍ
７

１
 

1,720 合計（その他のものを含む） 1,650 

(各年）出所：“FinancesofMediumandLargePublicLimitedCompanies
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品，エンジニアリング，輸送機器等である。また季節変動がきわめて顕著

な業種は，農業，プランテーション，石炭および鉄鉱石，砂糖，食用油お

よびヴァナスパティ，タバコ，肥料，電機機械等である。

（４）Ｃ／Ｃ貸出は，しばしば思われているように大口の借手に限定されてい

るものではなく，あらゆるセクターの借手にとって支配的な形態である。

（５）概して公共部門の貸出認可額利用率（50～55％）は民間部門のそれ（７０

％程度）よりも低い。

（６）大口の借り手の貸出認可額利用率は中小口の借り手のそれよりも高い。

（３）RBI,“FinancesofMediumandLargePublicLimitedCompanies,，， 

肋ScγzﾉｃＢα"たけ１Ｍ/αＢ"ﾉﾙﾉﾉ"’０ct､１９７４；Ｊｕｌｙｌ９７６；Sept､１９７７；

Mayl980；Ｊｕｌｙｌ９８３；Febl985，ここで取りあげられている企業は，非

金融法人部門払込資本額の80～85％をカヴァーしている。なお各年の業種別

企業数は第12表に与えられている。

5．おわりに

1969年６月の主要商業銀行14行の国有化は，インド金融史上の一代画期

であった。これを境に商業銀行を中心として，インド金融の近代化が一気

に促進されることになった。その近代化の理念とは，一言で言えば計画化

(planning)の一環に金融を取り込むこと，そして金融の中に計画化概念を

もたらすことである。国有化によって，「社会的責任」と「開発銀行として

の役割」が商業銀行に同時に期待されることになり，商銀の貸出政策は大

きく転換する。従来の安全性・担保指向型貸出基準から開発可能性・生産

指向型貸出基準への転換，民間大規模企業から農業を中心とする優先部門

および公共部門への貸出への重点移行が急速に実行されることになる。こ

うした金融の構造転換の中で，民間大中規模企業に対する銀行信用の稀少

資源化が解決されるべき－つの問題として浮かび上がったのである。問題

の解決は商銀および企業の信用規律の強化という方向で図られることにな

ったが，４度に及ぶ委員会勧告はそうした努力の軌跡である。

信用規律強化の方法として当初のデヘジア委員会が注目したのは運転資

本貸出形態の改革であった。企業部門の信用膨張を引き起こし，大企業の



９５ 

独占力を助長し，金融政策の有効性を阻害するものとしてｃ／ｏｊｓよび当

座貸越制度に改革のメスが向けられた。この発想を受け継いだタンドン委

員会勧告はとりわけ反独占思想に強く裏づけられたもので，ｃ／ｃ・当座

貸越勘定の貸出認可額基準となる企業の在庫水準そのものをも規制の対象

にし，商銀一中央銀行を通じて政府の計画化＝監視の徹底化を促進しよう

とした。一方ナラシムハム委員会勧告によって，金融政策の有効性を高め

るべく手形市場の創出が図'うれることになった。チョーレ委員会はタンド

ン委員会勧告を「再検討」するために設置されたものであるが，ここでは

反独占思想そのものは背景に退き，より健全な企業金融体制としての間接

金融依存体制から直接金融依存体制への脱却をいかに図るかがメイン・テ

ーマになっているように思われる。ここに商銀のＣ/Ｃ・当座賃越制度の

変更という発想は消え，代りに企業の銀行信行への過度の依存体質の是正

という一般論に議論が移行した(1)。かくして手形市場とならんで社債市場

および株式市場の整備・促進が新たな80年代の課題として浮びあがってき

たと言える。

国有化以降10年間の商銀貸出のパフォーマンスを見ると，長期貸し付け

金形態の貸出シェアーが急速に高まる一方，短期運転資本貸出形態として

のＣ／Ｃ・当座賛越のシェアーは80年の残高ベースでなお６割を占め，逆

に手形金融のシェアー増大はわずかなしのにとどまっている。また同期間

の民間大中規模株式公開企業の短期銀行借り入れ金／在庫比率は変動を繰

り返しながらも長期的傾向としては低下している。しかし流動比率の増大

傾向は見られず，タンドン委員会の貸出第２方法勧告の影響を見ることは

出来ない。また第13表によって民間大中規模株式公開企業の負債・自己資

本の推移を見ると，負債・自己資本総額に占める銀行借り入れ金のシェア

ーは70年代を通じてほぼ横這いである。の糸ならず自己資本，払込資本，

借り入れ金に対する銀行借り入れ金の比率（項目７～９）はそれぞれ74-

75年より上昇し，銀行信用への依存度はかえって高まっていると言わざる

をえない(2)。一方こうした状況の中で銀行借り入れ金／その他流動負債比



９６インFにおける運転資本貸出規制の論理と現実

第13表民間大中規模株式公開企業の負債・自己資本の推移

（単位：1,000万ルピー）

叫巧P室７５F廼冠,血緊|函`,､i撮祀,､空『。
1,650社
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出所：RBI，RcPo〃ｏ〃Czcγγe"ｃｙａＭＦ/"α"Ce，Ｚ975-76,vol､２，ｐ７６；1980-

８１，vol、２，ｐ､７３

率（項目10）は更に急速に，一貫して低下している。つまり国有化以降の

民間大中規模企業に対する商銀運転資本貸出規制の最大の影響は，企業の

短期資金調達方法として買掛金への依存度が急速に高まったことであると

言えよう(8)。ところでこうした形での企業サイドによる短期銀行信用規制

問題の実際上の解決は，各種委員会が望んだ問題解決の方法とは，あまり

にも大きく異っている。手形市場の整備・促進は遅戈として進まず，また

社債市場・株式市場のそれも前途多難である。更にまた買掛金への依存度

の高まりは金融政策の有効性を低下させ，企業の独占力を温存させるよう

に作用しよう。
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かくしてｃ/Ｃ制度改革議論に始まった商銀貸出形態改革の運動は，買

掛金の膨張という企業金融の思わざる形での変容に帰結し，商銀国有化に

よる貸出政策の大転換は，企業金融の新たな形での歪dZKをもたらすことに

った゜

（１）こうした論点の変更は80年代インドの「規制緩和（民活導入）時代」へ向

けてのひとつの動向と見なすことも出来よう。

（２）先に述べたように，国有化以降民間大中規模工業に対する商銀貸出金のシ

ェアーは激減しているにもかかわらず，企業サイドから見ると銀行借り入れ

金への依存度は横這いあるいは若干高まっていることになる。こうした事実

は70年代における銀行信用の急速な膨張と，それと比較した企業規模拡張の

小ささを示すものである。

（３）Ｌ､Ｍ・Bhole,“BehaviourofTradeCredit：ItsRelevanceforMonetary

Policy'',ＥＣＯ"o”ｊｃａ"‘〃鮒CCZノWcchJj',Ｍａｙ３，１９８４参照。
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